
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
手
数
料
の
収
納
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
七

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
七

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
八

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
八

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
八

公
　
　
　
告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
九

○
換
地
処
分
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
五
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
八
九

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
九
五

教
育
委
員
会

○
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
二
九
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
手
数
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
委
託
の
相
手
方

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
五
丁
目
五
十
三
番
一
号
　
社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会

二
　
委
託
に
係
る
手
数
料

保
育
士
登
録
申
請
手
数
料
、
保
育
士
登
録
証
書
換
え
交
付
手
数
料
及
び
保
育
士
登
録
証
再
交
付
手

数
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
都
留
郡
山
中
湖
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

山
中
湖
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
都
留
郡
山
中
湖
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
八
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

五
月
十
七
日

第
二
千
二
百
二
十
八
号

木　曜　日



山
中
湖
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
、
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

山
中
湖
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
大
池
一
四
八
九
の
四
、
一
四
九
四
の
二

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
府
韮
崎
線

甲
府
市
千
塚
一
丁
目
一
四
四
番
の
三

九
七
・
〇
平
成
二
十
四

地
先
か
ら

年
五
月
十
七

甲
府
市
千
塚
一
丁
目
一
七
九
七
番
の

日

一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
島
上
条
宮
久
保
絵
見
堂
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
三
之
蔵
字
宮
下
三
三
七
二
番

旧

九
・
〇

二
四
・
一

の
一
地
先
か
ら

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
三
之
蔵
字
宮
下
三
三
七
三
番

の
一
地
先
ま
で

新

一
〇
・
七
〜

二
四
・
一

一
三
・
四

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
一
号

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
八
八



区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
藤
井
町
大
字
北
下
條
字
上
横
屋
官
有
無
番

旧

九
・
三
〜

一
六
八
・
五

地
先
か
ら

一
三
・
二

韮
崎
市
藤
井
町
大
字
駒
井
字
宮
ノ
前
二
六
八
九
番

地
先
ま
で

新

九
・
四
〜

一
六
八
・
五

三
五
・
九

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
十
谷
鬼
島
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
字
角
久
保
六
九
七
四
番

旧

一
九
・
九
〜

三
九
・
〇

の
一
地
先
か
ら

四
二
・
二

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
字
西
村
六
九
七
三
番
の

一
地
先
ま
で

新

一
九
・
九
〜

三
九
・
〇

七
三
・
三

公
　
　
　
告

'

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務
委
託
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
企
画
県
民
部
情
報
政
策
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
甲
府
支
店
　
山
梨
県
甲
府
市
相
生
二
丁
目
三
番
十
六
号

五
　
契
約
金
額

三
千
百
九
十
八
万
三
千
円

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

'

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
中
山
間
地
域
整
備
事
業
（
八
ヶ
岳
東
部
地
区
小
池
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
四
年
三
月
二

十
八
日
実
施
し
た
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
朝
穂

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

長
田
　
史

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
新
田
四
〇
八
二

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
八
九



同

清
水
　
政
治

同
　
　
　
　
　
浅
尾
五
〇
〇

同

同

平
賀
　
武
秀

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
澤
二
四
七
七

同

同

入
戸
野
和
義

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
七
六
五

同

同

長
田
　
以
徳

同
　
　
　
　
　
浅
尾
新
田
一
五
三
九

同

―
一

同

清
水
　
昌
富

同
　
　
　
　
　
浅
尾
二
二
三
六

同

同

五
味
　
政
廣

同
　
　
　
　
　
上
手
九
八
五
四

同

同

曽
雌
　
富
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
之
蔵
五
〇
八
八
―

同

一

同

横
森
　
弘
文

同
　
　
　
　
　
宮
久
保
四
一
三
五
―

同

一

同

赤
沼
　
照
美

同
　
　
　
　
　
宮
久
保
六
〇
五
〇
―

同

一

同

横
森
　
宏
尹

同
　
　
　
　
　
三
ツ
澤
一
八
二
五
―

同

三

監
　
事

岡
田
　
邦
男

同
　
　
　
　
　
三
ツ
澤
二
八
二
六

同

同

三
浦
　
義
道

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
五
九
五

同

同

福
田
　
国
夫

同
　
　
　
　
　
上
手
八
六
三
五

同

同

小
林
　
　
徹

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
二
三
九

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

鈴
木
　
正
公

北
杜
市
明
野
町
上
手
九
八
一
八
―
一

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

同

清
水
　
政
治

同
　
　
　
　
　
浅
尾
五
〇
〇

同

同

平
賀
　
武
秀

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
澤
二
四
七
七

同

同

入
戸
野
一
郎

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
三
六
六
三

同

同

小
林
　
芳
弘

同
　
　
　
　
　
浅
尾
新
田
三
九
一
八

同

同

長
田
　
富
丈

同
　
　
　
　
　
浅
尾
新
田
一
四
四
八

同

―
五

同

大
柴
　
　
久

同
　
　
　
　
　
上
手
九
九
七
六

同

同

曽
雌
　
富
夫

韮
崎
市
穂
坂
町
三
之
蔵
五
〇
八
八
―

同

一

同

名
取
　
征
一

同
　
　
　
　
　
宮
久
保
五
二
四
四
―

同

三

同

横
内
　
守
夫

同
　
　
　
　
　
宮
久
保
六
一
九
三

同

同

中
根
　
義
明

同
　
　
　
　
　
三
ツ
澤
二
三
四
九

同

監
　
事

廣
瀬
　
理
紹

同
　
　
　
　
　
三
之
蔵
五
二
六
九

同

同

篠
原
　
　
一

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
八
七
一

同

同

清
水
　
重
隆

甲
府
市
湯
村
一
―
十
―
八

同

同

向
山
　
公
功

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
三
四
〇

同

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
牛

島
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
九
〇



平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

藤
巻
　
　
清

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
一
二
四

平
成
二
十
四
年
四
月
五
日

同

金
丸
　
　
實

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
四
一
―
一

同

同

古
屋
　
栄
次

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
七
九

同

同

清
水
　
利
久

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
八
六
〇

同

同

大
芝
　
邦
博

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
七
二

同

同

中
島
　
武
彦

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
四
五

同

同

中
島
　
宏
人

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
五
九

同

同

中
島
　
憲
朗

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
九
八
八

同

同

中
島
　
直
行

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
九
五
四
―

同

一

同

中
島
　
光
男

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
八
九
八

同

同

藤
巻
　
　
正

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
八
八
二
―

同

二
五

同

中
島
　
　
仁

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
二
八
四

同

同

小
澤
　
一
三

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
一
一
五
一

同

同

小
沢
　
美
雄

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
一
〇
四
四

同

同

斉
藤
　
哲
郎

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
九
一
五
―
一

同

同

清
水
　
俊
郎

同
　
　
　
　
　
六
科
一
五
五
九

同

監
　
事

中
込
　
　
量

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
一
五
〇

同

同

中
島
　
元
男

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
九
七
四
―

同

一

同

大
柴
　
政
則

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
三
四

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

藤
巻
　
宏
憲

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島
一
八
三
六

平
成
二
十
四
年
四
月
六
日

同

藤
巻
　
清
文

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
八
二

同

同

中
島
　
寛
光

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
三
六

同

同

中
島
　
忠
彦

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
九
六
五

同

同

中
島
　
富
夫

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
八
九
九

同

同

斎
藤
　
　
博

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
一
一
八

同

同

大
芝
　
利
彦

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
七
〇

同

同

中
島
　
俊
男

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
六
一
〇

同

同

望
月
　
洋
暢

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
〇
四
四

同

同

中
島
　
正
秀

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
九
九
一

同

同

中
島
　
　
勉

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
九
四
二

同

同

中
島
　
　
仁

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
八
九
二

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
九
一



同

斎
藤
　
寛
樹

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
一
一
〇
八

同

同

清
水
　
　
豊

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
一
八
一
四

同

同

清
水
　
文
夫

同
　
　
　
　
　
上
高
砂
一
〇
一
二

同

同

清
水
　
俊
郎

同
　
　
　
　
　
六
科
一
五
五
九

同

監
　
事

藤
巻
　
　
清

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
二
四

同

同

金
丸
　
　
實

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
四
一
―
一

同

同

清
水
　
利
久

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
八
六
〇

同

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
御
勅

使
川
右
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事
　
伊
藤
　
　
宏

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
九
八
三

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

同

東
条
利
喜
雄

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
一
三
九
六

同

同

市
川
　
善
英

同
　
　
　
　
　
築
山
八
五

同

同

野
呂
　
正
彦

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
三
六
五
―

同

一

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

清
水
　
正
基

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
二
八
九
六

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

同

森
谷
　
　
修

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
八
九
〇
―

同

一

同

飯
田
　
裕
彦

同
　
　
　
　
　
築
山
二
〇
五

同

同

桜
本
　
安
善

同
　
　
　
　
　
有
野
三
一
三

同

同

米
山
　
忠
直

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
七
一
八

同

同

佐
々
木
公
夫

同
　
　
　
　
　
築
山
二
二
七

同

同

芦
沢
　
清
彦

同
　
　
　
　
　
有
野
六
六
八

同

同

浅
利
　
　
覚

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
一
〇
四
〇

同

同

川
崎
　
光
規

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
四
〇
一

同

監
　
事

伊
藤
　
　
宏

同
　
　
　
　
　
有
野
九
八
三

同

同

東
条
利
喜
雄

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
一
三
九
六

同

同

市
川
　
善
英

同
　
　
　
　
　
築
山
八
五

同

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
釜
無

川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

中
込
　
博
文

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
二
六
三
二

平
成
二
十
四
年
四
月
十
八
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
九
二



同

河
西
　
進
一

同
　
　
　
　
　
有
野
七
八
九

同

同

功
刀
　
孝
雄

同
　
　
　
　
　
上
今
井
三
一
九

同

同

野
田
　
正
資

韮
崎
市
円
野
町
入
戸
野
五

同

同

雨
宮
　
　
進

山
梨
市
市
川
一
八
〇
二

同

同

横
内
　
公
明

韮
崎
市
本
町
一
―
一
―
一
三

同

同

小
池
　
通
義

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
一
七
七

同

同

加
賀
爪
萬
冶

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
一
四
一
四

同

同

米
山
　
哲
郎

南
ア
ル
プ
ス
市
曲
輪
田
新
田
五
七
八

同

―
一

同

内
田
　
　
誠

同
　
　
　
　
　
下
今
諏
訪
四
九
五
―

同

一

同

久
保
田
松
幸

同
　
　
　
　
　
上
今
諏
訪
一
三
二
三

同

―
一

同

中
沢
　
宏
伍

同
　
　
　
　
　
飯
野
一
七
四
八

同

同

野
田
　
正
盛

同
　
　
　
　
　
吉
田
一
三
六
一
―
一

同

同

内
藤
　
貴
夫

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
二
八
六
五

同

同

長
澤
　
眞
儀

同
　
　
　
　
　
桃
園
五
〇
九

同

同

小
池
　
正
夫

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
二
〇
一
三

同

同

齊
藤
　
秀
明

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
一
〇
〇
八

同

同

塩
沢
　
隆
紀

同
　
　
　
　
　
湯
沢
二
三

同

同

齊
藤
　
公
夫

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
二
一
一
五

同

同

藤
巻
　
　
清

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
二
四

同

監
　
事

内
藤
　
　
充

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
一
六
九
五

同

同

小
林
　
孝
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
二
〇
八

同

同

金
丸
　
隼
人

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
二
〇
八
三

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

中
込
　
博
文

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
二
六
三
二

平
成
二
十
四
年
四
月
十
九
日

同

河
西
　
進
一

同
　
　
　
　
　
有
野
七
八
九

同

同

功
刀
　
孝
雄

同
　
　
　
　
　
上
今
井
三
一
九

同

同

野
田
　
正
資

韮
崎
市
円
野
町
入
戸
野
五

同

同

雨
宮
　
　
進

山
梨
市
市
川
一
八
〇
二

同

同

横
内
　
公
明

韮
崎
市
本
町
一
―
一
―
一
三

同

同

小
池
　
通
義

南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
一
七
七

同

同

深
澤
　
利
夫

同
　
　
　
　
　
百
々
三
〇
三
三
―
一

同

同

川
手
　
英
司

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
五
七
六

同

同

矢
崎
　
六
彦

韮
崎
市
旭
町
上
條
北
割
二
九
五
三

同

同

内
田
　
　
誠

南
ア
ル
プ
ス
市
下
今
諏
訪
四
九
五
―

同

一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
九
三



同

久
保
田
松
幸

同
　
　
　
　
　
上
今
諏
訪
一
三
二
三

同

―
一

同

中
沢
　
宏
伍

同
　
　
　
　
　
飯
野
一
七
四
八

同

同

野
田
　
正
盛

同
　
　
　
　
　
吉
田
一
三
六
一
―
一

同

同

内
藤
　
貴
夫

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
二
八
六
五

同

同

長
澤
　
眞
儀

同
　
　
　
　
　
桃
園
五
〇
九

同

同

小
池
　
正
夫

同
　
　
　
　
　
十
日
市
場
二
〇
一
三

同

同

齊
藤
　
秀
明

同
　
　
　
　
　
鏡
中
條
一
〇
〇
八

同

同

塩
沢
　
隆
紀

同
　
　
　
　
　
湯
沢
二
三

同

同

藤
巻
　
宏
憲

同
　
　
　
　
　
野
牛
島
一
八
三
六

同

監
　
事

雨
宮
　
　
高

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
一
八
九
〇
―
一

同

同

小
林
　
孝
夫

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
二
〇
八

同

同

金
丸
　
隼
人

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
二
〇
八
三

同

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

野
田
　
正
資

韮
崎
市
円
野
町
入
戸
野
五

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

同

小
澤
か
な
め

同
　
　
清
哲
町
折
居
八
九
七

同

同

加
賀
爪
萬
冶

同
　
　
　
　
　
青
木
一
四
一
四

同

同

石
原
　
佑
一

同
　
　
神
山
町
北
宮
地
一
〇
四
三

同

同

工
藤
　
良
一

同
　
　
　
　
　
鍋
山
二
四
五
五

同

同

山
本
　
　
武

同
　
　
旭
町
上
條
北
割
六
一
九
―
一

同

同

矢
崎
　
六
彦

同
　
　
　
　
上
條
北
割
二
九
五
三

同

同

矢
崎
　
好
房

同
　
　
　
　
上
條
中
割
一
九
一
三
―

同

一

同

堀
内
　
　
等

同
　
　
　
　
上
條
南
割
三
〇
二
〇
―

同

二

同

東
條
　
正
吾

同
　
　
大
草
町
下
條
西
割
五
七
七

同

同

戸
沢
　
　
忠

南
ア
ル
プ
ス
市
六
科
一
四
四
〇
―
一

同

同

清
水
　
峯
男

同
　
　
　
　
　
百
々
五
八
七
―
一

同

同

清
水
　
　
全

同
　
　
　
　
　
百
々
二
四
四
二

同

同

名
執
　
秋
春

同
　
　
　
　
　
飯
野
一
九
三
〇

同

同

川
手
　
敬
二

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
〇
九
九

同

同

中
込
　
靖
雄

同
　
　
　
　
　
在
家
塚
五
九
二

同

同

米
山
　
哲
郎

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
新
田
五
七
八

同

―
一

監
　
事

内
藤
　
　
充

韮
崎
市
神
山
町
鍋
山
一
六
九
五

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
九
四



同

秋
山
　
欣
造

同
　
　
旭
町
上
條
中
割
一
二
八
三

同

同

中
澤
　
一
博

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
一
〇
四
四

同

同

桜
本
　
英
人

同
　
　
　
　
　
有
野
一
一
七
〇

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

野
田
　
正
資

韮
崎
市
円
野
町
入
戸
野
五

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

同

田
辺
　
市
三

同
　
　
清
哲
町
青
木
一
八
四
二

同

同

笹
本
　
武
光

同
　
　
　
　
　
水
上
一
七
三

同

同

功
刀
　
福
幸

同
　
　
神
山
町
武
田
二
〇
四

同

同

功
刀
　
　
修

同
　
　
　
　
　
鍋
山
二
〇
五
八

同

同

山
本
　
　
武

同
　
　
旭
町
上
條
北
割
六
一
九
―
一

同

同

矢
崎
　
六
彦

同
　
　
　
　
上
條
北
割
二
九
五
三

同

同

久
保
田
弘
一

同
　
　
　
　
上
條
中
割
二
一
〇
七
―

同

一

同

湯
舟
　
　
勝

同
　
　
　
　
上
條
南
割
三
〇
七
五
―

同

一

同

中
込
　
一
郎

同
　
　
大
草
町
下
條
中
割
五
七
四

同

同

笹
本
　
邦
哉

南
ア
ル
プ
ス
市
六
科
一
三
一
九

同

同

清
水
　
久
司

同
　
　
　
　
　
百
々
三
一
一
六

同

同

深
澤
　
利
夫

同
　
　
　
　
　
百
々
三
〇
三
三
―
一

同

同

川
手
　
英
司

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
五
七
六

同

同

飯
野
　
邦
夫

同
　
　
　
　
　
飯
野
三
八
九
二

同

同

田
中
　
建
夫

同
　
　
　
　
　
在
家
塚
一
二
二
三

同

同

東
條
利
喜
雄

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
一
三
九
六

同

同

伊
藤
　
　
宏

同
　
　
　
　
　
有
野
九
八
三

同

監
　
事

雨
宮
　
　
高

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
一
八
九
〇
―
一

同

同

小
野
　
弘
文

同
　
　
旭
町
上
條
北
割
二
二
八
四

同

同

中
込
　
　
功

南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
一
二
七
六
―

同

四

同

米
山
　
哲
郎

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
新
田
五
七
八

同

―
一

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
日
付
け
で
東
京
都
水
道
局
水
源
管
理
事
務
所
長
か
ら

次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
数
値
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
）
及
び
写
真
地
図
作
成
（
デ
ジ
タ
ル
オ
ル
ソ
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
九
月
十
二
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
北
都
留
郡
丹
波
山
村
、
小
菅
村
（
一
部
）
及
び
甲
州
市
（
一
部
）

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
九
五



埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
瀧
　
　
田
　
　
武
　
　
彦

児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育

長
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中
「
県
立
図
書
館
副
館
長
」
を
「
県
立
図
書
館
次
長
」
に
、「
次
号
及
び
第
四
条
に
お

い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「（
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
第
三
条
」
を
「
次
条
」
に
改
め
、「
第
九
条
第
一
項
」
の
下

に
「（
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
児
童
手
当
認
定
請
求
書
又
は
児
童
手
当
額
改
定
認
定
請
求
書
」
を
「
児
童
手
当
・
特
例

給
付
認
定
請
求
書
又
は
児
童
手
当
・
特
例
給
付
額
改
定
認
定
請
求
書
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
八
号
　
　
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日

二
九
六


